
 

 

議案第６８号 

 

三田市と神戸市との間の消防指令事務の委託について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定に基づき、

消防指令事務を別記規約により神戸市に委託することについて、同条第３項におい

て準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年１１月２４日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



 

 

別記 

 

三田市の消防指令事務の神戸市に対する事務委託に関する規約 

 

（委託事務の範囲） 

第１条 三田市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２５２条の１４第１項の規定に基づき、消防指令事務（以下「委託事務」という。）

の管理及び執行を神戸市に委託する。 

（管理及び執行の方法） 

第２条 委託事務の管理及び執行については、神戸市の条例及び規則その他の規程

（以下「条例等」という。）の定めるところによる。 

（経費の負担） 

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費（以下「委託費」という。）は、三田

市の負担とする。 

２ 神戸市長は、毎年度終了後速やかに、当該年度に要した委託費の額及びその明

細を記載した書類を三田市長に送付するものとする。 

３ 三田市は、前項の書類の送付を受けた後、法第２３５条の５に規定する日まで

に、前項の委託費を神戸市に交付するものとする。 

（予算への計上） 

第４条 神戸市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、神

戸市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の場合の措置） 

第５条 神戸市長は、法第２３３条第６項の規定により、決算の要領を公表したと

きは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を三田市長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第６条 神戸市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、三田

市長と年１回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、神戸市長又は三田市長

のいずれかが必要と認めるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。 

（条例等改正の場合の措置） 

第７条 委託事務について適用される条例等の全部又は一部が改正された場合にお

いては、神戸市長は、直ちに改正後の当該条例等を三田市長に通知しなければな



 

 

らない。 

（補則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、神戸市長及び三田市長が協議して定める。 

附 則 

この規約は、令和５年３月３１日までの間で、神戸市長及び三田市長が協議して

定める日から施行する。 

 


